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景気動向把握手法の改善に向けて 

－投資・消費等の月次動向の早期把握への試み－ 

新家義貴1 
 

【要 旨】 

 
 内閣府（経済財政分析担当）では、個人消費の動向を月次で総合的に把握す

ることを目的として、2001 年５月に消費総合指数を作成した。さらに、2003
年 7 月には同指数の大幅改定を行い、現在も個人消費の基調判断に際して主要

な判断材料として利用している。今回、個人消費以外の、設備投資、輸出入、

住宅投資、公共投資についても、月次の動向を総合的に把握できる指数を作成

することを試みた。また、消費総合指数についても、従来のものをより改善さ

せる形で改定を行った。推計方法の概略は以下の通りである。 
 
設備投資総合指数 

法人企業統計季報を中心とする需要側推計と、出荷統計や各種業界統計を中心

とする供給側推計をそれぞれ行い、統合することによって作成する。 
 
住宅投資総合指数 

建築着工統計調査における、居住用、居住産業併用それぞれについて、構造別

着工建築物の各工事費予定額を進捗ベースに転換して推計する。 
 
輸出入総合指数 

国際収支統計、貿易統計を組み替えて、輸出額、輸入額をそれぞれ推計する。 
 
公共投資総合指数 

SNA（QE）公的固定資本形成の実績値を建設総合統計（公共）の値を用いて月

次に分割する。QE が公表されていない期間については、各月の建設総合統計（公

共）を用いて推計を行う。 
 
 以上の方法で作成した各種総合指数は、おおむね的確に景気動向を反映して

いると考えられる。総合指数の試算結果を QE の結果と比較してみても、おお

むね近い動きとなっている。このように、今回作成した総合指数は、各種の統

計を総合的・包括的に用いて作成しており、単一の統計では得られない情報を

                                                   
1 内閣府（経済財政分析担当）経済財政政策調査員 
 （E-mail：yoshiki.shinke@mfs.cao.go.jp） 
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得ることができる。また、速報性が高く月次で作成できることも大きな利点で

あり、各需要項目の動向をより的確・迅速に把握するために大いに役立つと考

える。 
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１．はじめに 

 
 内閣府（経済財政分析担当）では、個人消費の動向を月次で総合的に把握す

ることを目的として、2001 年５月に消費総合指数を作成した。さらに、2003
年 7 月には同指数の大幅改定を行い、現在も、個人消費の基調判断に際して主

要な判断材料として利用している2。内閣府以外でも、消費総合指数が個人消費

の基調判断における一材料として利用される機会が増加している。 
 こうした状況下、消費以外の需要項目についても、同様の指数を作成して欲

しいとの要望を多く受けている。特に、設備投資に関しては、資本財出荷や機

械受注などから足元の動向を判断することが多いと思われるが、どの統計も、

設備投資全体の動きを総合的に示しているとは言い難く、基調判断は困難なも

のとなっている。そのため、月次で設備投資動向を的確に把握することができ

る指数が作成できれば、非常に有用であると考えられる。 
こうした問題意識から、個人消費以外の需要項目（設備投資、輸出入、住宅

投資、公共投資）についても、現在公表されている四半期別 GDP 速報（QE）

の作成方法を参考にしながら、月次で動向を総合的にあらわす指数の作成を行

うことにした。また、消費総合指数についても、前回の改定では盛り込めなか

ったいくつかの点（供給側推計値の推計方法改善、農家世帯消費など）につい

てさらに改善を行うことにした。 
 

 

２．各需要項目別の総合指数作成方法 

 
Ⅰ．設備投資総合指数 

 
法人企業統計季報（以下、法人季報）を中心とする需要側推計と、出荷統計

や各種業界統計を中心とする供給側推計をそれぞれ行い、統合することによっ

て、設備投資の動向を包括的に、月次で捉えることのできる指標を作成する。

なお、供給側推計は、直接、設備投資を推計するのではなく、総固定資本形成

をまず推計し、そこから住宅投資と公共投資を差し引いた残差として推計を行

う。 
 
 

 

                                                   
2 詳細については、新家義貴（2003）「消費総合指数の改定とその作成方法について」（内

閣府政策統括官（経済財政分析担当）『経済財政分析ディスカッション・ペーパー』DP/03-5）
を参照。 
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（１）需要側推計値 

 
①民間非金融法人企業、②金融機関、③個人企業、④受注ソフトウェアの各

項目に分けて推計を行う。なお、①～③については、ソフトウェアを除いた値

を推計する3。 
 
①民間非金融法人企業設備投資の推計 

法人企業統計季報の有形固定資産新設額（除くソフトウェア）を用いて推計

する4。また、資本金 1000 万円未満法人分については、法人企業統計年報にお

ける、資本金 1000 万円以上法人と 1000 万円未満法人の設備投資額の比率5を、

法人企業統計季報から求めた値に乗じることによって求める。 
 
②金融機関設備投資の推計 
法人企業動向調査の中の「金融保険業」の設備投資額を用いる。なお、実績

値が公表されていない段階においては、実績見込み値と機械受注から実績値を

推計する。 
 
③個人企業設備投資の推計 
建物分の設備投資に関しては、建築着工統計から、建築主が個人の産業用分

と、居住産業併用分の工事費予定額を、平均工期を用いて進捗転換する（農業

用は除く）。なお、居住産業併用分については 3 割を設備投資分とする6。 
 
④受注ソフトウェアの推計 
 SNA 総固定資本形成（年値）における「無形固定資産（うちコンピューター・

ソフトウェア）」から、民間企業設備投資計上分を、産業連関表の固定資本マト

リックスを用いて推計する。この値を、特定サービス産業動態統計の「受注ソ

フトウェア売上高」の月々の値を用いて月次に分割する7。 
 

                                                   
3 金融機関設備投資の推計に用いる法人企業動向調査、個人企業の推計に用いる建築着工統

計は、ともにソフトウェアを含まない。 
4 その際、サンプル企業の変更や回答企業の変化に対応するための調整比率を求めて、有形

固定資産新設額に乗じる。 
5 この比率は年度値であるため、リスマン・サンデー法により四半期分割する。 
6 住宅投資と同様に、建築統計年報から平均工期を推計する（後述）。また、建物以外の機

械設備投資については、SNA の形態別総固定資本形成の内訳から建物分と機械分の比率を

計算し、推計した建物分の設備投資に乗じることによって簡易的に求めた。 
7 具体的には、各月の受注ソフトウェア売上高の値が、年間の値の何割を占めるかを計算し、

SNA の年間実績値に乗じることによって月次化する。SNA 実績が存在しない期間に関して

は、受注ソフトウェア売上高の原系列前月比で延長する。 
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なお、実際の QE 推計では、需要側推計値、供給側推計値を一定のウェイト

で統合したものに、共通推計項目を加えて設備投資を推計している。受注ソフ

トウェアはこの共通推計項目に該当するため、本来、需要側推計値、供給側推

計値のどちらにも該当しない。だが、今回の設備投資総合指数の作成において

は、受注ソフトウェアを需要側推計値、供給側推計値の双方に含めることにし

た。後述する消費総合指数の推計にあたっても、QE では共通推計項目に該当す

る住宅賃貸料や自動車購入費などについて、設備投資と同様に、需要側推計値、

供給側推計値の双方に含めることにした。 
 
⑤設備投資（需要側推計値）の作成 
 ①～④で求めた値を合計し、設備投資の需要側推計値とする（四半期値）。 
 ただし、需要側推計値を求める際に使用する法人企業統計季報や法人企業動

向調査などは、四半期統計であり、月次での利用ができない。そのため、後述

する供給側推計値の月次ウェイトを用いて、需要側推計値（四半期値）を月次

に分割する8。 
 
 
（２）供給側推計（設備投資、個人消費共通） 

 
供給側からの推計にあたっては、コモディティーフロー法（以下、コモ法）

の考え方に基づいて推計することにした。コモ法とは、各財・サービスの生産、

輸出入、在庫増減等を元に国内向け供給額を推計し、これらの財・サービスに

ついて流通経路を設定し、個人消費、投資などの需要項目への配分額を推計す

るものである。 
供給側推計の概要は、次のようなものとなっている。 
 

①品目ごとに出荷額の推計を行う（図表１）。 
②輸出入とマージンの調整を行うことにより、国内総供給額を求める。 
③②で求めた品目別の国内総供給額に、総固定資本形成への配分比率（総固定

資本形成額／国内総供給額）を乗じることにより、総固定資本形成額をそれ

ぞれ品目別に推計、合計する。なお、家計消費に関しても、同様の方法で推

計を行う。 
④総固定資本形成額から住宅投資、公共投資を差し引くことによって、民間企

業設備投資額を求める。 

                                                   
8 供給側推計値の各月の値が、当該四半期の値の何割を占めるかを計算し、その比率を需要

側推計値（四半期値）に乗じることによって需要側推計値を月次化する。 
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推計において用いる基礎統計については、生産動態統計や鉱工業出荷指数、

特定サービス産業動態統計調査、各種業界統計などを中心としている。 
 具体的な推計方法は以下の通りである。 
 
① 出荷額の推計 

QE 推計では、確報年次推計のコモ法における 90 品目分類の出荷額暦年値の

定義に合わせ、月次または四半期の基礎統計から四半期別出荷額の動向を示す

補助系列を作成している。もっとも、月次で指数作成を行う上での作業量の問

題から、90 品目分類すべてを推計することは困難であるため、今回の総合指数

作成においては、系列作成が比較的容易な 63 品目分類で作業を行う。その際、

出荷額等を適宜組替える。 
まず、品目ごとに、販売金額や出荷金額、あるいは出荷指数×物価指数 な

どから、出荷額の動きを表す系列を求める。次に、その値を用いて、2002 年 SNA
確報の出荷額をベンチマークとし、各品目の出荷額を推計する（図表１）9。 
 
② 輸出入の調整 

①で求めた出荷額には、輸出が含まれている一方で輸入が含まれていないこ

とから、設備投資（個人消費）の定義に合わせるためには、輸出を差し引き、

輸入を加える必要がある。そこでまず、国際収支、貿易統計を用いて名目輸出

額、名目輸入額を推計する。具体的には、国際収支統計を用いて 
 
名目財サ輸出＝輸出額＋サービス受取－サービス受取（建設） 

－サービス受取（特許使用料） 
名目財サ輸入＝輸入額＋サービス支払－サービス支払（建設） 

－サービス支払（特許使用料）10 
 
を計算する11。そして、2002 年における SNA 確報の輸出入額をベンチマークと

して輸出入額を推計する。また、品目別の輸出入額については、貿易統計の対

応する品目を用いてそれぞれ推計する12。 

                                                   
9 電力と水道に関しては、家計調査等から別途推計する。また、医療・保健と住宅賃貸料に

関しては、Ⅱ.(１).(ⅲ)で推計した値を用いる。 
10 「国際収支統計」では特許使用料、建設サービスはサービス収支に計上されているが、「国

民経済計算」においては、特許使用料は財産所得、建設サービスは経常移転に計上されて

いるため、組換えを行う。 
11 国際収支統計発表前の段階においては、貿易統計の輸出入額の伸び率を用いて暫定値を

作成する。また、サービスに関しては、直近 2 ヶ月の前年比平均を用いて延長する。 
12 従来の消費総合指数における供給側推計値では、品目ごとの輸出入額は推計していなか
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その値を用いて、①で求めた品目別の出荷額に輸入を加算、輸出を差し引き、

国内向け総供給額を推計する。 
 
③ マージンの調整 

②で求めた数値は生産者価格ベースであるため、マージンを加えて購入者価

格ベースに転換する。具体的には、法人季報から求めたマージン率を商業販売

統計から得られる販売額に掛け合わせることによって求める。 
まず、卸・小売マージン＝（（売上高－売上原価）／売上高）×販売額 とし

て、卸・小売出荷額を推計する。そして、卸売業、小売業、運輸業の出荷額か

ら、マージンに相当する部分を各分類の出荷額に分配し、購入者価格へ転換す

る。各品目分類への分配は、SNA2002 年確報のウェイトを基準に行う。 
なお、本来は、輸出入やマージンの調整に加えて在庫の調整も行う必要があ

るのだが、月次で在庫の推計を行うことが困難だったため、在庫の調整は行っ

ていない。 
 
④ 総固定資本形成額の推計（除く建設業） 

③で求めた国内向け総供給(購入者価格ベース)に、総固定資本形成への配分比

率（総固定資本形成額／国内総供給額）を乗じることにより、建設業を除いた、

品目ごとの総固定資本形成額を推計する。 
 
⑤ 建設業出荷額の推計 
 
建設業の出荷額＝資材投入額＋付加価値額  として求める。 

 
資材投入額は、④で求めた総固定資本形成額（財部門）と考える。 
付加価値額は、SNA 確報における建設業の付加価値額を「毎月勤労統計定期給

与×労働力調査就業者」の値を用いて月次に分割、延長する。 
 
こうして求めた建設業出荷額を、他の品目と同様に、輸出入調整、マージン調

整を行った後、総固定資本形成配分比率を乗じて、建設業における総固定資本

形成額を求める。 
 
⑥ 設備投資（供給側推計値）の推計 

④と⑤を足し合わせることにより、総固定資本形成を求める。そして、この 
                                                                                                                                                     
ったが、今回は推計を行うことにした。輸出入額は、品目によって増減率の差が極めて大

きいことから、品目ごとに輸出入額を作成することにより、より正確に国内総供給額が推

計できる。 
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値から、Ⅳ．Ⅴで求める住宅投資と公共投資を差し引くことによって、設備投

資額（供給側推計値）を作成する。 
 
 
（３）需要側推計値、供給側推計値の統合 

 
 （１）、（２）で求めた需要側推計値と供給側推計値を 0.5801：0.4199 の比率

で統合したものを民間企業設備投資とする13。なお、受注ソフトウェアに関して

は、需要側推計値、供給側推計値双方に含めることとする14。 
 
 
（４）法人季報公表前段階での対応 

 
 設備投資の需要側推計値を作成するには、法人季報の公表を待たなければな

らない。しかし、法人季報は、他の統計に比べて公表が遅いため、速報性を保

つため、法人季報公表前の段階では、基本的には供給側推計値を用いて推計を

行う（需要側推計値は、供給側推計値の値から推計する暫定値を作成）。その後、

法人季報公表後に改めて需要側推計値を作成し直し、遡及して数値の改定を行

う。 
 具体的には、まず、供給側推計値の季節調整済前月比を用いて需要側推計値

を延長したものを、需要側推計値の暫定値（季調値）とする。また、その値に

予定季節指数を乗じることにより、原数値（暫定値）を作成する。その後、通

常通り、供給側推計値と統合を行い、季節調整をかける。 
 
 
Ⅱ．消費総合指数 

 
内閣府（経済財政分析担当）では、2003 年 7 月に消費総合指数の改定を行い、

以後、需要側、供給側双方から個人消費の動向を包括的に把握できる指標とし

て、個人消費の基調判断における主要な判断材料として利用している。 
今回、設備投資、住宅投資等についても総合指数を作成するにあたって、消

費総合指数に関しても、従来のものをより充実させる形で改定を行うことにし

た。詳細については 3.（２）で述べるが、供給側推計値の推計精度をより高め

                                                   
13 QE において使用されている、需要側推計値と供給側推計値の統合比率をそのまま用いた。

消費についても同様。 
14 対家計民間非営利団体設備投資は、額が小さく影響も限定的と考えられるため、推計を

行わなかった。 
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たこと、農家世帯の推計を行うこと、デフレータ－作成方法の変更などが主な

改良点である。その他については基本的な作成方法は変わっておらず、家計調

査を中心に推計する需要側推計値と生産動態統計や特定サービス産業動態統計、

各種業界統計などを中心とする供給側推計値をそれぞれ作成し、統合を行うこ

とによって推計する。 
 具体的な作成方法は以下の通りである。 
 
（１）需要側推計値 

二人以上の非農家世帯、単身非農家世帯、農家世帯に分けて推計する。 
需要側の代表的な指標である総務省「家計調査」から、振れの大きい高額消

費である自動車等購入費や、GDP 概念上個人消費に含まれない贈与金、仕送り

金等を控除し、別途推計した自動車消費、医療費等と合成する。その際、世帯

数の変化等も考慮する。 
 
（ⅰ）二人以上非農家世帯・単身非農家世帯消費支出の推計 

 
①世帯あたり費目別消費支出の算出 

家計調査の一世帯あたり消費支出から、「学校給食」、「家賃地代」、「設備修繕・

維持」、「保健医療サービス」、「自動車等購入」、「自動車保険料」、「授業料等」、

「信仰・祭祀費」、「損害保険料」、「住宅関係負担費」、「諸会費」、「寄付金」、「贈

与金」、「他の負担費」、「仕送り金」を控除する。 
これらを控除した後、支出項目を目的別分類（12 分類）に分類する（図表２）。 

 
②全国消費実態調査修正率の作成 
家計調査から得られた数値を全国消費実態調査ベースの値に変換するため、

二人以上世帯と単身世帯それぞれについて、費目ごとに全国消費実態調査修正

率を作成する。具体的には、全国消費実態調査実施時点（1999 年 9～11 月期。

単身世帯は 1999 年 10～11 月期。）における「全国消費実態調査における一世帯

あたり消費支出／家計調査一世帯あたり消費支出」を費目別に求める（図表３）。 
 
③世帯数の推計 
1．国勢調査における「一人の一般世帯数」に「施設等の世帯人員」を加えたも

のを単身世帯とみなし、総人口に占める比率（単身世帯比率）を求める。国

勢調査は 5 年に一度の調査であるため、中間年は直線補間・補外する。 
２．この単身者比率を総人口（人口推計月報より）にかけることにより、月々

の単身世帯数を求める。 
３．総人口から単身者人口と農家人口（後述）を引くことにより、二人以上非
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農家世帯人口を求める。 
４．二人以上世帯人口／一世帯当たり人員 により、二人以上世帯数を推計す

る。なお、一世帯当たり人員（二人以上非農家）は国勢調査を用いて推計し、

中間年は直線補間・補外する。 
 
④人員調整係数の作成15 
家計調査における一世帯あたり人員と、③.4 で求めた一世帯当たり人員が異

なるので、前者を後者のベースに調整する（費目別に行う）（図表３）。 
 
人員調整係数＝{C3+（C4－C3）（XK－3）}／{C3+(C4－C3)（XH－3）} 

＝{(4－XK)*C3+(XK－3)*C4}／{(4－XH)*C3+(XH－3)*C4} 
 

XH：家計調査における一世帯当たり世帯人員 
XK：国勢調査等を用いて推計した一世帯当たり世帯人員 
C3：家計調査 3 人世帯の品目別消費支出 
C4：家計調査 4 人世帯の品目別消費支出 

 
⑤費目別消費支出の作成（自動車、総家賃、医療サービス除く） 
①～④で求めた値を元に、費目別に消費支出を求める。また、その後、「こづ

かい費」「つきあい費」を、各費目の支出ウェイトに応じてそれぞれ配分する。

その際、二人以上世帯、単身世帯に分けて推計を行う。 
 
二人以上非農家世帯消費支出 
＝家計調査費目別消費支出×全国消費実態調査（二人以上一般世帯）修正率 
×人員調整係数（二人以上世帯）×二人以上世帯数 

 
単身世帯消費支出 
＝家計調査費目別消費支出×全国消費実態調査（単身世帯）修正率 
 ×人員調整係数（単身世帯）×単身世帯数 
 
 
（ⅱ）農家世帯消費支出の推計 

 

①一戸当たり消費支出の推計 

                                                   
15 世帯人員が異なれば支出額も違うことが予想されるが、この違いを単純に人員数に比例

させて修正することは妥当ではないため、人員調整係数を作成する。 
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「農業経営動向月別収支」の全国販売農家一戸当たりの家計費から生産現物

家計消費と減価償却費を差し引く。これを、家計調査における品目別消費支出

の構成比で各品目別に配分する。なお、「こづかい」「つきあい費」は各品目の

支出ウェイトに応じて配分する16。 

次に、「学校給食」「家賃地代」「設備修繕・維持」「保健医療サービス」「自動

車等購入」「自動車保険料」「授業料等」「信仰・祭祀費」「損害保険料」「住宅関

係負担費」「諸会費」「寄付金」「贈与金」「他の負担費」「仕送り金」を控除した

後、支出項目を目的別分類（12 分類）に分類し直すことにより品目別消費支出

を推計する。 

 

②全農家調整率の推計 

｢農業経営動向統計月別収支」では、平成 12 年以降、販売農家のデータしか

公表されていないため、販売農家のデータを全農家ベースにあわせるための全

農家調整率を推計し、一戸当たり消費支出の調整を行う17。 

 

③農家戸数の推計 

「世界農林業センサス」「農業センサス」を用いる。なお、これらは 5年に一度

の調査であるため、中間年は「農業構造動態調査」を用いて補間・補外する。

なお、一戸当たり人員は、国勢調査をベンチマークとし、中間年は直線補間・

補外する。 

 

④人員調整係数 

「農業経営動向統計月別収支」の一戸当たり人員と、③で求めた世帯当たり人

員の数字が異なるため、前者を後者のベースに調整する（品目別に推計）。 

 

人員調整係数＝{(5-XK)C3+（XK-4）C4}／{(5-XH)C3+（XH-4）C4} 

 

XH：農業経営動向統計月別収支における一戸当たり世帯人員 

XK：国勢調査等を用いて推計した一世帯当たり世帯人員 

C3：家計調査 4人世帯の品目別消費支出 

C4：家計調査 5人世帯の品目別消費支出 

                                                   
16 平成 11 年までに関しては、費目別の消費支出が存在するため、「農業経営動向月別収支」

の全農家の家計費の費目別支出を用いて消費支出の推計を行う。全農家の家計費のうち、

「臨時費」を他の費目に配分後、家計調査品目別消費支出の構成比により各品目別に配分。 
17平成 11 年の農家一戸当たり品目別消費支出を、全農家データを用いる「平成 11 年以前」

の推計方法と販売農家データを用いる「平成 12 年以降」の推計方法の 2 通りで求め、前者

を後者で除した比率を全農家調整率とする。 
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⑤品目別消費支出の作成（自動車、総家賃、医療サービス除く） 

 

農家世帯消費支出 

＝全国販売農家消費支出×全農家調整率×人員調整係数×農家世帯数 

 

として品目別に農家世帯消費支出を求める。その結果を合成したものが農家世

帯消費支出となる。 

 
 
（ⅲ）需要側・供給側共通の品目の推計 

 「住宅賃貸料」「医療・介護サービス」「水道・電気」「自動車」「保険」「金融」

「不動産仲介･管理」や、「商品・非商品販売」「居住者家計の海外での直接購入」

「非居住者家計の国内での直接購入（控除）」「対家計民間非営利団体最終消費

支出」に関しては、需要側推計値、供給側推計値の双方に含める。これらの項

目は、それぞれ、SNA 確報の暦年値もしくは年度値を以下の①～⑥で求めた結

果によって月次に分割することによって作成する。 
 
①住宅賃貸料 
総務省「平成 10 年 住宅・土地統計調査」における総床面積（住宅戸数×戸

当たり面積）をベンチマークに、総床面積＝前月の床面積＋新設着工床面積－

滅失床面積 として延長推計する。なお、新設着工床面積は、居住専用＋居住

産業併用×0.7 として求めている。こうして求めた総床面積に、CPI の家賃指数

を乗じる。 
 
②医療・介護サービス 
 ｢国保医療費の動向」（国民健康保険中央会）、「基金統計月報」（社会保険診療

報酬支払基金） 、「介護給付費の動向」（国民健康保険中央会）、から医療費の

自己負担分を推計し、医療・介護サービス支出を求める18。 
 
③自動車購入費、保険、金融、不動産仲介・管理 
 供給側推計値を求める際に得られる値を用いる。 

                                                   
18 支払確定金額における医療保険と老人保健の合計。なお、自己負担比率は国保と同一と

いう仮定を置いた。また、介護保険に関しては、自己負担比率は１割と仮定している。ま

た、医療サービスのうち、家計最終消費に相当する値については、SNA の家計目的別最終

消費支出における「保健・医療」の値に、医療サービス／医療・保健（99 年全国消費実態

調査より）を乗じたものを用いた。 
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④電気・水道 
 需要側推計値を求める際に得られる値を用いる。 
 
⑤商品・非商品販売 
 SNA 確報の暦年値を線形補間・延長する。 
 
⑥居住者家計の海外での直接購入・非居住者家計の国内での直接購入（控除）19 
 ｢居住者家計の海外での直接購入」は、国際収支統計の「旅行業務外支払」、「非

居住者家計の国内での直接購入」は「旅行業務外受取」を用いる。ただし、国

際収支統計の「旅行業務外支払」「旅行業務外受取」は公表が遅いため、直近値

については、「旅行支払（受取）」に前年の旅行業務外支払（受取）／旅行支払

（受取）の比率を乗じることによって求める。 
 
⑦対家計民間非営利団体最終消費支出 
 SNA 確報の年度値を、リスマンサンデー法を用いて分割する。 
 
 
（ⅳ）合成 

 （ⅰ）と（ⅱ）を合計した結果を、SNA2002 年確報の値をベンチマークにし

て延長する。その値に、（ⅲ）で求めた値を加えて、消費総合指数（需要側推計

値）を求める。 
 
 
（２）供給側推計値 

 
 まず、Ⅰ（２）①～③と同様の方法により、生産動態統計、鉱工業出荷、特

定サービス産業動態統計、等の統計を用いて、国内向け総供給額を推計する（住

宅賃貸料、医療費、水道・電気、保険、金融、不動産仲介・管理は除く）。 
 次に、国内向け総供給に、家計消費への配分比率（家計消費額／国内総供給

額）を乗じることにより、家計消費額を推計する。 
 この値に、Ⅱ（１）（ⅲ）で別途推計した「住宅賃貸料」、「医療・介護サービ

ス」、「水道・電気」、「自動車」、「保険」、「金融」、「不動産仲介･管理」、「商品・

非商品販売」、「居住者家計の海外での直接購入」「非居住者家計の国内での直接

                                                   
19 国民経済計算における民間最終消費支出は国民概念であるため、居住者家計の海外での

直接購入を加え、非居住者家計の国内での直接購入を控除する。 
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購入（控除）」「対家計民間非営利団体最終消費支出」の項目を加えることによ

り、供給側推計値が求められる。 
 
 
（３）需要側推計値、供給側推計値の統合 

 
 （１）、（２）で求めた需要側推計値と供給側推計値を 0.5271：0.4729 の比率

で統合したものを個人消費とする。なお、「住宅賃貸料」、「医療・介護サービス」、

「水道・電気」、「自動車」、「保険」、「金融」、「不動産仲介･管理」、「商品・非商

品販売」、「居住者家計の海外での直接購入」「非居住者家計の国内での直接購入

（控除）」「対家計民間非営利団体最終消費支出」に関しては、需要側推計値、

供給側推計値の双方に含めることにする。 
 
 
（４）暫定値の作成 

消費総合指数における需要側推計値は、家計調査を中心に作成されている。

そのため、毎月上旬に公表される全世帯速報の結果を踏まえて作成を行うこと

になる。しかし、より早く景気判断したいというニーズが大きいことから、全

世帯の結果よりも 1 週間程度公表が早い勤労者世帯速報の公表時点で暫定系列

を作成する。 
 具体的には、需要側総合指数を作成する際に利用する全世帯速報の値を、す

べて勤労者世帯の値に置き換えて、勤労者世帯版の需要側総合指数を作成し、

季節調整をかける20。こうして求められた季節調整済み前月比の値を用いて、前

月の需要側総合指数を延長したものを需要側推計値の暫定値とする。 
家計調査勤労者世帯が公表された段階で暫定値を作成することで、いち早く

個人消費の判断を行うことが可能になると考えられる。なお、供給側推計値に

ついては、月末の段階では特定サービス産業動態統計が公表されていない（毎

月上旬公表）ため、供給側推計値のサービス消費に関しては、直近 2 ヶ月の前

年比で延長を行う形で、暫定値を作成して対応することになる。 
 
 
Ⅲ．輸出入総合指数 

 
Ⅰ（２）②と同様に、国際収支統計、貿易統計を用いて名目輸出額、名目輸入

                                                   
20 品目別消費支出の他、全国消費実態調査修正率や人員調整係数も勤労者世帯の値を用い

て作成する。なお、世帯数に関しては、全世帯の場合と同様に推計する。 



 16

額を推計する。具体的には、国際収支統計を用いて、 
 
名目財サ輸出＝輸出額＋サービス受取－サービス受取（建設） 

－サービス受取（特許使用料） 
名目財サ輸入＝輸入額＋サービス支払－サービス支払（建設） 

－サービス支払（特許使用料） 
 
を計算する。なお、国際収支統計は、貿易統計に比べて 3 週間程度公表が遅れ

るため、直近月に関しては、貿易統計を用いて推計する。具体的には、財につ

いては、直近の貿易統計の輸出入額に、前 2 ヶ月の国際収支統計における輸出

入額と貿易統計における輸出入額の比率を乗じて推計する。また、サービスに

ついては、前 2 ヶ月の前年同月比を用いて推計する。 
 なお、季節調整値に関しては、輸出入額（除く直接購入）と直接購入にそれ

ぞれ季節調整をかけ、足し合わせることによって求める。直接購入は、個人消

費の推計に際に作成したものを用いる。 
 
 
Ⅳ．住宅投資総合指数 

 
建築着工統計調査を用いて推計する。居住用、居住産業併用それぞれについ

て、構造別着工建築物（木造、鉄骨鉄骨コンクリート造、鉄筋コンクリート造、

鉄骨造、コンクリートブロック造、その他）の各工事費予定額を、進捗ベース

に転換して推計する。なお、居住産業併用分は、7 割分を住宅投資として計算す

る。また、進捗転換に際しては、建築統計年報から各構造別の平均工期を推計

して用いる。平均工期は一定と仮定した。構造の違いによってかなり平均工期

は異なるため、全体ではなく、構造別に分けて推計を行う方が、より厳密に推

計を行うことができる。 
 
 
Ⅴ．公共投資総合指数 

 
 公的住宅、公的住宅以外（受注ソフトウェアを除く）、受注ソフトウェアの 3
つに分けて推計を行う。 
居住用以外（受注ソフトウェアを除く）の推計方法は、以下の通りである。 

 
① SNA 公的固定資本形成（公的住宅と受注ソフトウェアを除く）の実績値を建
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設総合統計21（居住用除く）の値を用いて月次に分割する。具体的には、各

月の建設総合統計の値が、四半期ベースの値の何割を占めるかを計算し、

SNA の実績値に乗じることによって月次化する。 
② SNA が公表されていない期間については、各月の建設総合統計（居住用除く）

の値の対前年度比を求め、この比率を、前年度の SNA 公的固定資本形成（公

的住宅と受注ソフトウェアを除く）の値に乗じる。 
③ ②で求めた値に前年の乖離比率を乗じて、月次の公的固定資本形成とする22。 
④ 建設総合統計は公表が他の統計に比べて遅いため、直近の値については、公

共工事前払金保証統計を用いて推計を行う。 
 
公的住宅についても①～②と同様の方法により推計を行う（乖離比率は計算

しない）。なお、直近の値については、過去 2 ヶ月の前年同期比により延長する。 
受注ソフトウェアについては、SNA 総固定資本形成（年値）における「無形

固定資産（うちコンピューター・ソフトウェア）」から、公的部門計上分を、産

業連関表の固定資本マトリックスを用いて推計する。この値を、特定サービス

産業動態統計の「受注ソフトウェア売上高」の月々の値を用いて月次に分割し

て求める。直近の値については、過去 2 ヶ月の前年同期比により延長する。 
 

 

Ⅵ．デフレータ－の作成 

 
 デフレータ－は、SNA における各需要項目の四半期デフレータ－を月次に分

割することによって求める。 
 まず、各需要項目の四半期デフレータ－を被説明変数、同項目の動きを説明

できると考えられる月次統計の四半期平均値を説明変数として、最小二乗法を

用いて回帰を行う。こうして求められる SNA 四半期デフレータ－と月次統計四

半期値の関係が、月次でも成立すると考え、推計されたパラメーターを、月次

統計にかけることにより、月次でのデフレータ－推計値を得ることができる。 
 だが、推計誤差の存在から、SNA デフレータ－と推計値はこのままでは一致

しない。そのため、推計値の各月の値が当該四半期の値の何割を占めるかを計

算し、その比率を SNA の四半期デフレータ－の値に乗じることによって SNA
四半期デフレータ－を月次化する。 
 

                                                   
21 すべて、建設総合統計（公共）の数字を用いている。 
22 各月の建設総合統計の値の対前年度比と、①で求めた各月の SNA 公的固定資本形成（公

的住宅と受注ソフトウェアを除く）の対前年度比をそれぞれ求め、後者を前者で除した値

を乖離比率とする。 
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Ⅶ．その他 

 
 以上の手順により作成した推計値は、すべて 2000年＝100として指数化する。 
なお、直近までの季節パターンを反映するために、季節調整は毎月かけ直す。 
また、四半期値に関しては、四半期データを用いて季節調整をかける。そのた

め、季節調整値に関しては、四半期値と、月次の値の四半期平均が一致しない。 
 
 

３．作成結果 

  
 以上の方法により作成した各需要項目の総合指数の動きを確認し、それぞれ

特徴を述べていくことにする。 
 
（１）設備投資総合指数 

  
一般に、設備投資の動向は法人季報や SNA 民間企業設備投資の動向により判

断されることが多い。だが、これらは四半期統計であり、公表も遅いため、月

次での利用ができないという欠点がある。また、数多く公表されている、企業

の設備投資計画も、年単位のものが多く、足元の判断には適さない。 
月次の指標としてよく利用されるものとしては、資本財出荷があるが、これ

は、輸出向けの出荷を含んでしまうという問題がある。また一方で、輸入分は

含んでいない。そのため、輸出入が大幅に変動しているような状況の時には、

資本財出荷の動きと実際の設備投資の動きが大きく乖離してしまう可能性があ

る。 
また、資本財出荷からは、建設投資の動向を把握できない。建設投資の動向

は、建築工事費予定額により判断されることが多いが、この統計は振れが非常

に大きく、判断には困難を伴う。また、進捗ベースでないため、足元の設備投

資の動向をみることができない。 
このように、設備投資の動向を総合的に表す月次指標は今のところ存在しな

いといってよいと思われる。今回作成した設備投資総合指数では、設備投資の

動向を総合的に把握することができ、こうした問題点も解消できることから、

設備投資の動向把握を行う上で有用なものになると思われる。 
 また、設備投資総合指数は、需要側、供給側双方の動向を把握できることも

大きなメリットの一つである。需要側推計値の主要な基礎統計となっている法

人企業統計季報は、大企業においてはほぼ全数調査に近い形となっている一方

で、資本金１億円未満の中小企業では、母集団法人数約 114 万社のうち、回答
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法人数は約 5700 社23に過ぎない。さらに、資本金 1000 万円未満の企業につい

ても、調査対象から除外されている。このように、法人季報は特に中小企業に

おいて捕捉率が低く、膨らまし率も高いため、仮に標本に異常値があった場合、

それを過大に評価する可能性がある。需要側の統計のみを用いると、こうした

サンプル要因による統計上の振れが度々生じることになる。一方、供給側推計

値は、生産動態統計など供給側統計から推計しており、調査対象全体に占める

カバレッジも需要側統計に比べて高いと考えられるため、動きは比較的安定し

たものになりやすい。しかし、供給側統計では、その財が消費向けなのか、設

備投資向けなのか、といったことを把握することが難しいという欠点がある。

そのため、設備投資総合指数の供給側推計値では、配分比率を一定とのやや強

引な仮定を置いて需要先別の最終需要動向を推計せざるをえない。このように、

需要側、供給側の統計それぞれに一長一短があるため、双方の統計を総合的に

見ていく必要がある。こうしたなか、設備投資総合指数は、需要側、供給側統

計双方の長所を生かす形で、包括的に設備投資動向を把握できることから、よ

り詳細に分析を行うことが可能となる。 
 
次に、設備投資総合指数と SNA 民間企業設備投資とを四半期で比較してみよ

う。まず、四半期の季節調整済前期比の動きをみると、94 年 2Q から 2003 年

4Q までの期間で、プラス・マイナスの不整合は 39 回中 2 回、伸び率の変化方

向の不整合24も 38 回中 3 回に過ぎない。また、乖離幅でみても、期間平均で約

0.9％ポイントにとどまっている。参考までに、資本財出荷（除く輸送機械）と

SNA 民間企業設備投資の動きを四半期で比べた場合には、前期比伸び率の乖離

幅は同期間平均で 2.2％ポイントと大きなものとなっている。設備投資が極めて

振れの大きい統計であることを考えれば、設備投資総合指数と SNA 民間企業設

備投資は、おおむね近い数字になっていると言ってよいだろう（図表４、５）。 
 
 
（２）消費総合指数 

 
 個人消費に関する経済統計には、需要側の統計である家計調査のほか、供給

側の統計である商業販売統計や消費財出荷など数多くの統計がある。しかし、

商業販売統計や消費財出荷は財のみの統計でありサービスを含まないという問

題がある。家計調査は財、サービスとも含むものの、サンプルの少なさに起因

する単月の振れが大きい。一般に最も信頼されていると考えられる、国民経済

                                                   
23 平成 15 年 10～12 月期調査。 
24 (今期における前期比伸び率－前期における前期比伸び率)の符号により判断した。 
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計算における民間最終消費支出に関しても、四半期統計という制約があり、月

次での判断には適さない。このように、どの統計も景気判断という観点からみ

ると一長一短があることから、個人消費の基調判断は、非常に難しいものとな

っている。 
内閣府（経済財政分析担当）では、こうした問題意識から、消費総合指数を

作成してきたが、今回、設備投資、住宅投資等に関しても総合指数を作成する

にあたって、消費総合指数に関しても、従来のものをより充実させる形で改定

を行うことにした。 
具体的な改良点としては、まず、供給側推計を、より厳密に行ったことが挙

げられる。従来の消費総合指数の供給側推計値では、４8 の品目別に推計を行っ

ていたのだが、今回の改定では、63 の品目に分類し、より詳細に推計を行うこ

ととした。また、推計の基礎統計に関しても、従来は主に、鉱工業出荷指数を

元に推計を行っていたが、よりカバレッジの広い生産動態統計を可能な限り用

いることとした。さらに、個人消費の中で比較的ウェイトの大きい食料品に関

しても、従来は加工食品の出荷指数を用いて簡易的に推計していたが、今回は、

より実態に近いと思われる農産物関連の統計を用いた。 
他にも、従来は推計を行っていなかった農家世帯の推計を行うようにしたこ

とや、デフレータ－の推計方法を変更したこと、直接購入の推計を行うことな

どが改良点として挙げられる。 
このように、従来のものに比べて詳細に推計を行っており、より的確に個人

消費動向を把握できるようになったと考えられる。 
 

 こうした方法で作成した消費総合指数と民間最終消費支出とを四半期で比較

してみると、四半期の季節調整済前期比では、94 年２Q から 2003 年４Q までの

期間で、プラス・マイナスの不整合は 39 回中 6回、伸び率の変化方向の不整合

も 39 回中 5 回にとどまっている。また、乖離幅でみても、期間平均で約 0.3％

ポイントにとどまっており、おおむね近い動きとなっているといえるだろう（図

表６、７）。 

 

 

（３）輸出（入）総合指数 

 

 輸出（入）動向を示す統計としては、貿易統計の輸出（入）数量指数が代表

的である。この指数は、同統計の輸出（入）金額指数を価格指数で除したもの

として作成される。この輸出（入）数量と輸出（入）総合指数は、概ね似た動

きをしているものの、前月比などで比べると、時に異なる動きを示すこともあ

る。 
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 この相違の要因の一つ目として、輸出（入）金額をデフレートする際の価格

（物価）指数の違いが挙げられる。貿易統計の価格指数は、該当する各分類の

平均単価として機械的に求められるため、品質向上などの要因は反映されない。

また、財の構成が変化した場合にも、価格の変化として認識されることもある。

一方、輸出（入）総合指数のデフレータ－は、主に企業物価指数を用いて推計

されている。この企業物価指数は、原則として品質の変化や調査対象品目の変

更に伴う価格の変更を調整してある。こうした価格（物価）指数の相違が、輸

出（入）数量と輸出（入）総合指数の動きに影響する。したがって、輸出（入）

数量は、単に数量の動きをみたものであるのに対して、輸出（入）総合指数は、

品質向上による付加価値の増加も反映しているということになる。 

相違の二つ目としては、カバレッジの相違が挙げられる。輸出（入）数量は、

財のみの統計であるのに対して、輸出（入）総合指数は、財だけでなくサービ

スも含んでいることから、輸出入動向全体を把握することができるという特徴

がある。もっとも、国内の生産動向との関連といった意味においては、サービ

ス貿易を除いた財のみでみることが適当なこともあるため、一概にどちらを用

いる方が良いとは決められない。 

このように、輸出（入）数量と輸出（入）総合指数にはいくつかの点で相違

があるため、こうした特徴をよく理解した上で基調判断を行うことが必要とな

る。 

 なお、輸出（入）総合指数と SNA 実質輸出（入）の動向を季節調整済前期比

で比較すると、ほぼ同じ動きとなっていることが確認できる（図表８、９）。 

 

 

（４）住宅投資総合指数 

 

 住宅投資の動向を月次で判断する場合、住宅着工件数が重視されることが多

い。しかし、住宅着工件数は、月々の振れが極めて大きいことから、基調を判

断することは時に困難になる。また、住宅着工件数は、その名の通り着工段階

での調査であり、進捗度合いを加味した住宅投資動向は把握できない。さらに、

小額の投資であっても大型の投資であっても、すべて同じ１件としてカウント

されてしまうため、実際の住宅投資額とは乖離が出る可能性がある。 

 今回作成した住宅投資総合指数では、工事費予定額を着工形態別に進捗転換

していることから、住宅投資額全体を進捗ベースで把握でき、こうした問題は

解消できる。 

 住宅投資総合指数を月次でみても、住宅着工件数よりも振れがかなり小さく

なっており、基調判断を行うことが容易になると考えられる。なお、住宅投資

総合指数と SNA 民間住宅投資とを季節調整済み前期比で比較してみても、ほぼ
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同様の動きとなっている（図表 10、11）。 

 

 

（５）公共投資総合指数 

 

 公共投資関連の代表的な統計としては、公共工事前払金保証統計や建設工事

受注動態統計調査などがある。だが、これらは請負、もしくは受注段階の統計

であり、進捗動向は把握できない。また、月々の振れが大きいことから、それ

のみで基調判断を行うことは難しい。建設総合統計は進捗段階での統計だが、

公表が他の統計に比べて遅く、速報性の面から問題が残る。 

 公共投資総合指数については、月々の公共投資の動向を進捗ベースで早期に

把握できるというメリットがある。また、月々の振れも他の指標に比べて小さ

いことから、基調判断が容易になると考えられる（図表 12）。 

 

 

４．終わりに 

 

 本稿では、設備投資、輸出入、住宅投資、公共投資について、新たに総合指

数を作成し、その作成方法について解説した（個人消費については従来のもの

を改定）。さらには、作成した指数を、他の代表的な指標と比較することによっ

て、類似点、相違点の整理を行った。 

 今回作成した各種の総合指数は、各種の統計を総合的・包括的に用いて作成

しており、他の統計だけでは得られない情報を得ることができる。また、速報

性が高く月次で作成できることも大きな利点であり、各需要項目の動向をより

的確・迅速に把握するために大いに役立つと考える25。 

しかしながら、総合指数の作成方法には未だ多くの改善の余地が残っている

と思われる。今後も、学者やエコノミストを始め、政府内外の有識者からのご

意見・ご批判を頂いて、引き続きさらなる改善を図ってまいりたい。 

 
 
 
 
 
 
                                                   
25 同指数のみをもって景気判断を行えるというものではない。景気の基調判断は、同指数

の動向の他、各指標を総合的に判断して行うべきであると考える。今回作成した各種総合

指数が、景気判断を行う際の一助になれば幸いである。 
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